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ら
か
な
と
お
り
、
北
海
道
の
古
代
史
は
、
縄
文
時
代
以
降
、

本
州
・
四
国
・
九
州
と
別
の
道
を
歩
む
。
大
陸
文
化
の
影

響
を
受
け
て
、
紀
元
前
四
世
紀
頃
、
九
州
北
部
に
水
稲
耕

作
と
青
銅
器
・
鉄
器
を
特
徴
と
す
る
農
耕
文
化
が
起
こ
る
。

こ
の
文
化
は
弥
生
文
化
と
呼
ば
れ
、
紀
元
後
三
世
紀
ま
で

続
い
て
、
古
墳
時
代
に
続
く
。
し
か
し
、
寒
冷
で
稲
作
の

で
き
な
い
北
海
道
で
は
縄
文
文
化
が
さ
ら
に
続
き
、狩
猟
・

採
集
を
中
心
と
す
る
独
自
の
文
化
が
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

大
和
朝
廷
の
時
代
以
降
、
鎌
倉
時
代
ま
で
、
時
の
権
力

者
た
ち
は
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
に
高
い
関
心
を
持
た
ず
、

北
方
の
地
理
的
な
把
握
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。し
か
し
、

北
東
北
に
は
蝦
夷
の
痕
跡
が
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
ア

イ
ヌ
は
蝦
夷
地
（
北
海
道
）
を
中
心
に
北
東
北
、
樺
太
、

千
島
列
島
、
さ
ら
に
は
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
ま
で
活
動
範

囲
を
広
げ
て
い
た
。

　

考
古
学
に
よ
る
時
代
区
分
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
本
州

と
北
海
道
は
縄
文
時
代
以
降
は
大
き
く
異
な
り
、
本
州
が

弥
生
、
古
墳
、
飛
鳥
、
奈
良
と
文
化
態
様
が
変
遷
す
る
の

に
対
し
、
縄
文
時
代
が
続
い
た
北
海
道
は
江
戸
末
期
ま
で

蝦
夷
地
と
い
う
名
の
未
開
地
と
さ
れ
、
先
住
民
族
と
の
交

は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
七
月
、
白
老
町
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
か
か

る「
民
族
共
生
象
徴
空
間
」、愛
称「
ウ
ポ
ポ
イ
」が
開
業
し
、

注
目
を
集
め
て
い
る
。
ウ
ポ
ポ
イ
設
立
の
経
緯
や
運
営
に

関
す
る
評
価
は
と
も
か
く
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ヌ
新
法
」

が
施
行
さ
れ
、
北
海
道
命
名
一
五
〇
年
を
期
し
て
、
先
住

民
族
ア
イ
ヌ
に
関
し
て
多
く
の
研
究
者
、
行
政
諸
機
関
か

ら
様
々
な
情
報
が
発
信
さ
れ
、
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
行
政
、
民
族
、
研
究
者
、
生
活
者
な
ど
各
自
の

視
線
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
や
目
的
、
歴
史
的
評
価
を
示

す
と
と
も
に
、
今
後
の
有
益
な
果
実
を
求
め
る
大
切
な
作

業
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

二
〇
二
〇
年
八
月
上
旬
、
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方

自
治
研
究
所
・
北
海
道
近
現
代
史
研
究
会
の
活
動
の
一
環

と
し
て
、
道
南
の
松
前
町
を
中
心
に
、
江
差
町
、
函
館
市

な
ど
を
訪
ね
た
。
そ
の
主
な
目
的
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初

期
（
北
海
道
一
五
〇
年
の
始
期
）
に
お
け
る
松
前
藩
と
先

住
民
族
ア
イ
ヌ
の
関
係
、
さ
ら
に
ア
イ
ヌ
民
族
が
深
い
関

係
を
続
け
て
き
た
北
方
諸
民
族
お
よ
び
ロ
シ
ア
、
モ
ン
ゴ

ル
、
中
国
な
ど
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
先
達
が
明
ら
か

に
し
て
き
た
歴
史
的
事
象
に
添
い
な
が
ら
、
相
互
に
及
ぼ

し
た
影
響
を
知
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
幕
府
お
よ
び
明
治
新
政
府
の
民
族
支
配
に
つ
い

て
も
明
ら
か
に
し
、
先
住
民
族
た
る
ア
イ
ヌ
が
そ
の
文
化

を
壊
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
く
様
も
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
る
。

１
．
近
世
・
近
代
の
北
海
道
史
を
考
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド

　

ア
イ
ヌ
語
で
「
ア
イ
ヌ
」
は
「
人
間
」
を
意
味
し
、
ア

イ
ヌ
語
を
話
す
人
々
は
北
海
道
を
中
心
に
サ
ハ
リ
ン
南

部
、
千
島
列
島
、
青
森
の
一
部
に
住
み
、
ア
イ
ヌ
語
地
名

が
残
る
地
域
は
先
述
の
地
域
に
重
な
り
、さ
ら
に
北
東
北
、

北
陸
に
も
及
ぶ
。
ア
イ
ヌ
語
を
話
す
人
々
が
共
有
し
て
い

た
伝
統
的
な
生
活
様
式
の
総
体
が
「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
呼

ば
れ
る
。

　

考
古
学
の
分
野
で
得
ら
れ
た
古
代
か
ら
近
世
の
年
代
表

は
、
資
料
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
年
代
表
を
見
て
明

ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
の
行
方
と
松
前

　

三　

輪　

修　

彪

北
海
道
近
現
代
史
研
究
会
・
第
１
回
現
地
視
察
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流
も
な
い
ま
ま
歴
史
を
刻
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
江
戸
時

代
末
期
に
な
る
と
、
鎖
国
を
国
是
と
す
る
日
本
も
世
界
的

な
激
動
期
に
の
ま
れ
て
い
く
。

　

そ
こ
で
、
近
世
・
近
代
期
の
北
海
道
を
考
え
る
鍵
と
な

る
題
材
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
第
一
は
、
先
住
者
た
る

ア
イ
ヌ
民
族
。
第
二
は
、
中
世
に
端
を
発
し
た
和
人
、
特

に
幕
末
に
か
け
て
北
国
大
名
と
し
て
威
を
張
っ
た
松
前
藩
、

明
治
期
以
降
の
新
政
府
に
よ
る
蝦
夷
地
支
配
の
考
え
方
。

そ
し
て
第
三
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
権
国
家
体
制
が
急
展
開

す
る
ア
ジ
ア
地
域
の
動
揺
、
特
に
ロ
シ
ア
の
動
き
な
ど
で

あ
る
。
第
三
の
鍵
で
あ
る
ロ
シ
ア
に
関
し
て
は
、
本
誌
第

六
二
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
九
月
号
）
掲
載
、
竹
中
英
泰
氏

に
よ
る
論
考
「
近
世
期
の
蝦
夷
地
に
お
け
る
日
ロ
関
係
史

に
つ
い
て
」
に
負
う
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

２
．
知
里
幸
恵
の
遺
言

　

こ
こ
で
、
一
九
歳
三
カ
月
で
早
世
し
た
ア
イ
ヌ
女
性
、

知
里
幸
恵
（
一
九
〇
三
～
二
二
年
）
の
遺
著
『
ア
イ
ヌ
神

謡
集
』
の
序
文
を
借
り
、
か
み
し
め
た
い
と
思
う
。

　

日
本
語
の
標
準
語
に
堪
能
で
、
母
語
ア
イ
ヌ
語
に
も
堪

能
だ
っ
た
幸
恵
は
、
口
承
の
神
謡
を
発
音
ど
お
り
ロ
ー
マ

字
に
綴
り
、
そ
れ
に
日
本
語
の
口
語
訳
を
施
し
て
公
刊
し

た
が
、
幸
恵
の
遺
言
と
も
い
え
る
「
序
」
が
美
し
く
優
れ

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
ア
イ

ヌ
民
族
の
目
か
ら
見
た
江
戸
期
か
ら
明
治
に
至
る
な
か
で

壊
さ
れ
て
い
く
ア
イ
ヌ
文
化
と
平
和
な
生
活
の
行
方
を
見

事
に
著
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
引
用
が
長
く
な

る
が
、
内
容
の
重
要
さ
に
鑑
み
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い

（
岩
波
文
庫
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
三
～
五
頁
よ
り
引
用
）。

　

序

　

そ
の
昔
こ
の
広
い
北
海
道
は
、
私
た
ち
の
先
祖
の
自
由
の
天
地

で
あ
り
ま
し
た
。
天
真
爛
漫
な
稚
児
の
様
に
、
美
し
い
大
自
然
に

抱
擁
さ
れ
て
の
ん
び
り
と
楽
し
く
生
活
し
て
い
た
彼
等
は
、
真
に

自
然
の
寵
児
、な
ん
と
い
う
幸
福
な
人
た
ち
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

冬
の
陸
に
は
林
野
を
お
お
う
深
雪
を
蹴
っ
て
、
天
地
を
凍
ら
す

寒
気
を
物
と
も
せ
ず
山
又
山
を
ふ
み
越
え
て
熊
を
狩
り
、
夏
の
海

に
は
涼
風
泳
ぐ
み
ど
り
の
波
、
白
い
鷗
の
歌
を
友
に
木
の
葉
の
様

な
小
舟
を
浮
べ
て
ひ
ね
も
す
魚
を
漁
り
、
花
咲
く
春
は
軟
ら
か
な

陽
の
光
を
浴
び
て
、
永
久
に
囀
る
小
鳥
と
共
に
歌
い
暮
し
て
蕗
と

り
蓬
摘
み
、
紅
葉
の
秋
は
野
分
に
穂
揃
う
す
す
き
を
わ
け
て
、
宵

ま
で
鮭
と
る
篝
も
消
え
、
谷
間
に
友
呼
ぶ
鹿
の
音
を
外
に
、
円
か

な
月
に
夢
を
結
ぶ
。
嗚
呼
な
ん
と
い
う
楽
し
い
生
活
で
し
ょ
う
。

平
和
な
鏡
、
そ
れ
も
今
は
昔
、
夢
は
破
れ
て
幾
十
年
、
こ
の
地
は

急
速
な
変
転
を
な
し
、
山
野
は
村
に
、
村
は
町
に
と
次
第
々
々
に

開
け
て
ゆ
く
。

　

太
古
な
が
ら
の
自
然
の
姿
も
何
時
の
間
に
か
影
薄
れ
て
、
野
辺

に
山
辺
に
嬉
々
と
し
て
暮
し
て
い
た
多
く
の
民
の
行
方
も
亦
い

ず
こ
。
僅
か
に
残
る
私
た
ち
同
族
は
、
進
み
ゆ
く
世
の
さ
ま
に
た

だ
驚
き
の
眼
を
み
は
る
ば
か
り
。
し
か
も
そ
の
眼
か
ら
は
一
挙
一

動
宗
教
的
観
念
に
支
配
さ
れ
て
い
た
昔
の
人
の
美
し
い
魂
の
輝

き
は
失
わ
れ
て
、
不
安
に
充
ち
不
平
に
燃
え
、
鈍
り
く
ら
ん
で
行

手
も
見
わ
か
ず
、
よ
そ
の
御
慈
悲
に
す
が
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
あ
さ

ま
し
い
姿
、お
お
亡
び
ゆ
く
も
の
…
…
そ
れ
は
今
の
私
た
ち
の
名
、

な
ん
と
い
う
悲
し
い
名
前
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
昔
、
幸
福
な
私
た
ち
の
先
祖
は
、
自
分
の
こ
の
郷
土
が
末

北　海　道

旧石器時代

縄文時代

道東　　　　　道南

続縄文時代（前期）

アイヌ文化

本州（四国・九州）

旧石器時代

　 縄文時代

弥生時代

古墳時代

飛鳥時代

奈良時代

平安時代

鎌倉時代

南北朝時代

室町時代

安土桃山時代

江戸時代

草創期

早　期

前　期

中　期

後　期

晩　期

続縄文時代

（後期）

擦文時代

　鈴谷文化

オホーツク文化

トビニタイ文化

＜資料１＞　北海道の考古学年表

1700

1500

1300

1100

900

700

500

300

年代

※　瀬川拓郎著『アイヌの歴史』（講談社、2007年）17頁より引用。
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に
こ
う
し
た
惨
め
な
あ
り
さ
ま
に
変
ろ
う
な
ど
と
は
、
露
ほ
ど
も

想
像
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

時
は
絶
え
ず
流
れ
る
、
世
は
限
り
な
く
進
展
し
て
ゆ
く
。
激
し

い
競
争
場
裡
に
敗
残
の
醜
を
さ
ら
し
て
い
る
今
の
私
た
ち
の
中

か
ら
も
、
い
つ
か
は
、
二
人
三
人
で
も
強
い
も
の
が
出
て
来
た
ら
、

進
み
ゆ
く
世
と
歩
を
な
ら
べ
る
日
も
、
や
が
て
は
来
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
私
た
ち
の
切
な
る
望
み
、
明
暮
祈
っ
て
い
る

事
で
御
座
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
…
…
愛
す
る
私
た
ち
の
先
祖
が
起
伏
す
日
頃
互
い
に

意
を
通
ず
る
為
に
用
い
た
言
語
、
言
い
古
し
、
残
し
伝
え
た
多
く

の
美
し
い
言
葉
、
そ
れ
ら
の
も
の
も
み
ん
な
果
敢
な
く
、
亡
び
ゆ

く
弱
き
も
の
と
共
に
消
失
せ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
お
お
そ

れ
は
あ
ま
り
に
い
た
ま
し
い
名
残
惜
し
い
事
で
御
座
い
ま
す
。

　

ア
イ
ヌ
に
生
れ
ア
イ
ヌ
語
の
中
に
生
い
た
っ
た
私
は
、雨
の
宵
、

雪
の
夜
、
暇
あ
る
毎
に
打
集
っ
て
私
た
ち
の
先
祖
が
語
り
興
じ
た

い
ろ
い
ろ
な
物
語
の
中
極
く
小
さ
な
話
の
一
つ
二
つ
を
拙
い
筆

に
書
連
ね
ま
し
た
。

　

私
た
ち
を
知
っ
て
下
さ
る
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
く
事

が
出
来
ま
す
な
ら
ば
、
私
は
、
私
た
ち
の
同
族
祖
先
と
共
に
ほ
ん

と
う
に
無
限
の
喜
び
、
無
上
の
幸
福
に
存
じ
ま
す
。

　

大
正
十
一
年
三
月
一
日　
　

知
里
幸
惠

３
．
蝦
夷
地
に
登
場
す
る
和
人
と
松
前
藩
の
形
成

　

過
程

　

⑴　

和
人
の
蝦
夷
地
移
住
の
始
ま
り

　

蝦
夷
地
は
元
々
ア
イ
ヌ
民
族
が
住
ん
で
い
た
土
地
だ
と

い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
和
人
は
い

＜資料２＞　松前藩の前史
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伝
え
る
史
料
は
無
い
が
、
一
三
五
六
（
正
平
一
一
／
延
文

元
）
年
成
立
の
『
諏す
わ
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
え
こ
と
ば

訪
大
明
神
絵
詞
』
に
は
、
蝦
夷
地
に

は
「
日ひ
の
も
と

ノ
本
」、「
唐か
ら
こ子
」、「
渡
わ
た
り
と
う
党
」
の
三
類
の
蝦
夷
が
群

居
し
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
東
蝦
夷
、
西
蝦
夷
、
そ

れ
ぞ
れ
雑
居
状
態
で
、
十と
さ
み
な
と

三
湊
（
現
・
青
森
県
五
所
川
原

市
）
に
本
拠
を
持
つ
安
藤
氏
が
統
治
し
て
い
た
と
も
い
わ

れ
る
。

　

陸
奥
国
の
豪
族
安
藤
氏
の
始
祖
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
は
謎

が
多
い
が
、
鎌
倉
時
代
、
頼
朝
が
奥
州
征
伐
の
後
に
蝦
夷

支
配
権
を
得
、
そ
の
蝦
夷
管
領
（
蝦
夷
代
官
）
と
し
て
任

を
受
け
た
の
が
安
藤
氏
で
あ
る
と
、
江
戸
時
代
の
国
学
者

で
あ
る
塙は
な
わ
ほ
き
い
ち

保
己
一
が
紹
介
し
て
い
る
。

　

安
藤
氏
の
支
配
領
地
は
津
軽
か
ら
下
北
半
島
に
集
中
し

て
い
た
が
、
後
に
南
部
氏
に
よ
り
圧
迫
さ
れ
、
一
時
、
西

の
博
多
に
匹
敵
す
る
と
さ
れ
た
大
規
模
港
湾
都
市
・
十
三

湊
も
あ
っ
け
な
く
滅
び
て
し
ま
っ
た
（
十
三
湊
は
一
三
世

紀
初
頭
に
誕
生
し
、
一
五
世
紀
に
最
盛
期
を
誇
っ
た
と
い

わ
れ
る
）。

　

安
藤
師
季
は
、
南
部
氏
に
敗
れ
た
後
も
津
軽
、
外
ヶ
浜
、

蝦
夷
地
に
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
た
め
、
南
部
氏
の
傀

儡
政
権
の
役
に
つ
い
て
い
た
が
、一
四
五
四（
享
徳
三
）年
、

傀
儡
の
役
を
放
棄
し
て
、
下
北
に
集
っ
た
反
南
部
の
衆
人

と
と
も
に
海
路
を
蝦
夷
地
に
逃
亡
す
る
。
こ
の
中
に
、
戦

国
期
の
蠣
崎
氏
お
よ
び
江
戸
期
の
松
前
氏
の
直
接
の
先
祖

と
な
っ
た
武
田
（
蛎
崎
）
信
広
（
一
四
三
一
～
九
四
年
）

が
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
蝦
夷
地
で
師
季
の
渡
海
を

支
援
し
た
の
が
、
上
ノ
国
・
花
沢
館
主
の
蠣か
き
ざ
き
す
え
し
げ

崎
季
繁
（
生

年
不
詳
～
一
四
六
二
年
）
と
さ
れ
る
。

つ
頃
か
ら
定
住
し
始
め
た
の
か
。

　

残
念
な
が
ら
、
文
字
を
持
た
ず
、
口
承
文
化
の
ア
イ
ヌ

が
残
す
史
料
は
無
い
。
全
国
統
一
を
め
ざ
す
源
頼
朝
の
時

代
以
降
、
義
経
伝
説
や
奥
州
藤
原
氏
の
興
亡
な
ど
か
ら
、

和
人
の
蝦
夷
地
へ
の
定
住
は
一
二
世
紀
頃
に
始
ま
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
道
内
最
古
の
神
社
と
い
わ
れ
る
函
館
市
の

舩ふ
な
だ
ま魂
神
社
は
一
一
三
五
（
保
延
元
）
年
の
創
建
と
い
わ
れ
、

和
人
が
住
ん
だ
証
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
吾
妻
鏡
』

（
一
三
〇
〇
（
正
安
二
）
年
頃
成
立
）
な
ど
で
は
、
流
刑

地
と
し
て
の
蝦
夷
地
が
登
場
し
て
い
る
。

　

松
前
藩
の
歴
史
を
記
す
『
新し
ん
ら
の
き
ろ
く

羅
之
記
録
』（
一
六
四
三

年
））
で
も
、
蝦
夷
地
と
津
軽
外
ヶ
浜
は
流
刑
地
と
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
は
、
日
本
海
航
路
の
交
易
地
と
し
て
、

宇う
す
け
し

須
岸
（
現
・
函
館
）
と
若
狭
の
交
易
が
記
さ
れ
、
鎌
倉

時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
（
一
四
世
紀
）
に
か
け
、
か

な
り
の
数
の
和
人
が
渡
島
半
島
南
端
に
に
住
み
始
め
て
お

り
、函
館
市
の
称
し
ょ
う
み
ょ
う
じ

名
寺
に
は
一
三
六
七（
貞
治
六
）年
の「
貞

治
の
碑
」
が
あ
る
。
ま
た
、
余
市
の
大
川
遺
跡
か
ら
は
一

三
～
一
五
世
紀
の
古
瀬
戸
、
珠

焼
、
和
鏡
、
中
国
の
青

磁
器
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

　

蝦
夷
地
は
米
が
穫
れ
な
か
っ
た
た
め
縄
文
時
代
が
長
く

続
き
、
本
州
の
弥
生
文
化
に
対
し
、
続
縄
文
文
化
（
紀
元

前
三
世
紀
～
紀
元
後
七
世
紀
）、
さ
ら
に
擦
文
文
化
（
七

世
紀
後
半
～
一
三
世
紀
）
へ
と
継
承
さ
れ
る
。

　

⑵　

安
藤
氏
の
蝦
夷
地
へ
の
渡
航

　

先
に
も
記
し
た
と
お
り
、
中
世
の
ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し
を

　

⑶　

三
守
護
体
制
・
道
南
一
二
館
の
形
成
と
コ
シ
ャ
マ

　
　

イ
ン
の
戦
い

　

前
出
『
新
羅
之
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
一
四
五
〇
年
代
ま

で
に
、
道
南
で
は
、
蛎
崎
季
繁
に
寄
寓
し
て
い
た
武
田
信

広
を
「
上
国
守
護
」、
松
前
の
大
館
館
主
の
下
国
定
季
を

「
松
前
守
護
」、
茂
別
館
主
の
安
藤
家
正
を
「
下
国
守
護
」

と
す
る
三
守
護
体
制
の
も
と
に
、「
道
南
一
二
館
」
へ
の

分
領
が
進
め
ら
れ
た
。

　

ア
イ
ヌ
民
族
は
、生
産
・
生
活
の
場
と
し
て
の
「
イ
ウ
ォ

ル
」
を
持
っ
て
お
り
、「
山
の
狩
猟
採
取
場
」、「
川
の
漁

場
」、「
海
の
漁
場
」
か
ら
成
る
が
、
一
五
～
一
六
世
紀
前

半
に
は
和
人
に
よ
る
イ
ウ
ォ
ル
へ
の
侵
入
が
起
こ
り
、
ア

イ
ヌ
の
生
活
基
盤
の
破
壊
が
始
ま
っ
て
い
る
。
道
南
一
二

館
の
所
在
地
が
河
川
と
河
口
部
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
の
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
、
ア
イ
ヌ

勢
力
と
和
人
勢
力
の
抗
争
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
四
五
六
（
康
正
二
）
年
、
安
藤
氏
が
秋
田
に
移
動
す

る
空
白
期
に
、
和
人
側
の
結
束
が
緩
み
、
一
四
五
七
（
康

正
三
）
年
に
は
こ
の
時
期
最
大
の
ア
イ
ヌ
蜂
起
と
な
っ
た

「
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
」
が
勃
発
し
た
。
鉄
製
品
（
マ

キ
リ
）
の
適
正
な
交
易
価
格
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
起
因

す
る
と
さ
れ
る
こ
の
蜂
起
で
、
一
二
館（
１
）中
、
茂
別
館
と
花

沢
館
を
除
く
一
〇
館
が
壊
滅
し
た
が
、
決
定
的
な
攻
撃
を

免
れ
た
蠣
崎
季
繁
の
客
将
・
武
田
信
広
が
軍
事
指
導
者
と

し
て
各
館
に
優
位
し
、
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
を
討
っ
た
。

　

武
田
信
広
は
、
蛎
崎
季
繁
麾
下
の
「
武
者
奉
行
」
と
い
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４
．
松
前
藩
と
ア
イ
ヌ
民
族
の
関
係

　

⑴　
「
無
高
の
大
名
」
の
経
済
基
盤

　

江
戸
時
代
、
領
地
を
江
戸
幕
府
か
ら
認
め
ら
れ
、
領
地

か
ら
収
穫
さ
れ
る
米
に
よ
っ
て
経
済
的
基
盤
と
す
る
石
高

知
行
制
の
も
と
、
一
万
石
以
上
の
領
地
を
持
つ
こ
と
を

も
っ
て
大
名
と
呼
ば
れ
た
。

　

松
前
氏
は
米
が
全
く
穫
れ
な
い
蝦
夷
地
が
領
地
の
た

め
、
後
世
の
人
々
か
ら
「
無
高
の
大
名
」
と
呼
ば
れ
た
。

そ
の
格
式
も
当
初
は
「
蝦
夷
嶋
主
と
し
て
賓
客
の
待
遇
」

と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
領
地
の
範
囲
は
、
ア
イ
ヌ

民
族
の
住
む
地
域
と
の
境
界
が
明
確
で
は
な
く
、東
は「
志

利
内
」（
現
・
知
内
）、西
は
「
上
ノ
国
」
付
近
に
と
ど
ま
っ

た
。
一
七
世
紀
初
頭
に
蝦
夷
地
を
訪
問
し
た
イ
エ
ズ
ス
会

宣
教
師
ア
ン
ジ
ェ
リ
ス
の
旅
行
記
に
も
、「
自
由
往
来
」

の
実
状
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

松
前
藩
の
経
済
基
盤
は
、
蝦
夷
地
に
お
け
る
交
易
独
占

権
で
あ
る
。
金
鉱
山
か
ら
の
収
益
も
一
部
は
あ
っ
た
も
の

の
、
藩
の
財
源
は
ほ
ぼ
通
商
に
よ
り
、
実
質
的
に
か
な
り

潤
沢
な
財
政
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
降
、
江
戸
時
代

の
二
六
〇
年
に
わ
た
り
、「
城
下
交
易
制
」、「
商
場
知
行

制
」、「
場
所
請
負
制
」
と
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
を
壊
す

こ
と
に
つ
な
が
る
交
易
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

江
戸
初
期
以
降
、
松
前
藩
で
は
、
城
下
に
何
十
艘
も
の

船
が
東
蝦
夷
地
か
ら
や
っ
て
来
て
、
ア
イ
ヌ
と
の
間
で

物
々
交
換
が
行
わ
れ
た
。

う
立
場
で
「
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
」
に
出
陣
し
、
武
功

を
立
て
て
、
蛎
崎
氏
の
家
督
を
継
ぎ
、
上
国
守
護
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
蝦
夷
地
に
お
け
る
立
場
は
弱
く
、
ア
イ
ヌ

や
和
人
を
支
配
す
る
に
至
ら
ず
、
課
題
を
子
孫
に
残
し
、

一
四
九
四
（
明
応
三
）
年
に
六
四
歳
で
逝
去
。
そ
の
子
で

あ
る
蛎
崎
光
弘
（
一
四
五
六
～
一
五
一
八
年
）
が
後
を
継

ぎ
、
相
次
ぐ
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
で
三
守
護
体
制
が
崩
壊
し
て

い
く
な
か
、
光
弘
だ
け
が
勢
力
を
保
ち
な
が
ら
、
一
五
一

四
（
永
正
一
一
）
年
に
松
前
大
館
に
居
を
移
し
て
い
る
。

　
「
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
」
の
後
の
約
一
〇
〇
年
の
間

は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
蜂
起
が
連
続
し
て
起
き
た
。「
シ
ョ

ヤ
コ
ウ
ジ
兄
弟
の
戦
い
」（
一
五
一
五
年
）、「
タ
ナ
サ
カ

シ
の
戦
い
」（
一
五
二
九
年
）、「
タ
リ
コ
ナ
の
戦
い
」（
一

五
三
六
年
）
な
ど
。
こ
れ
ら
の
戦
い
に
お
い
て
蛎
崎
氏

は
、
得
意
と
す
る
騙
し
討
ち
な
ど
を
駆
使
し
て
尽
く
乗
り

越
え
、
道
南
の
和
人
統
一
権
力
を
形
成
し
て
い
く
。

　

⑷　

松
前
藩
の
成
立
へ

　

蛎
崎
氏
は
道
南
に
和
人
統
一
権
力
を
築
く
一
方
で
、
軍

役
や
婚
姻
政
策
を
積
極
的
に
展
開
し
、
主
君
・
檜
山
安
藤

（
秋
田
）
か
ら
の
独
立
の
布
石
を
打
っ
て
い
た
。

　

前
出
の
光
弘
の
孫
に
当
た
る
蛎
崎
季
広
（
一
五
〇
七
～

九
五
年
）
は
七
六
歳
で
隠
居
し
、
家
督
を
三
男
の
蛎
崎
慶

広
（
一
五
四
八
～
一
六
一
六
年
）
に
譲
る
が
、
こ
の
慶
広

の
も
と
で
「
松
前
藩
」
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

織
田
信
長
の
死
後
、
天
下
統
一
の
事
業
に
乗
り
出
し
た

豊
臣
秀
吉
は
、「
惣
無
事
」
を
旗
印
に
制
覇
を
め
ざ
す
が
、

南
部
氏
を
は
じ
め
と
す
る
北
東
北
の
有
力
豪
族
も
領
地
安

堵
に
成
功
す
る
。

　

前
田
利
家
な
ど
と
通
じ
て
い
た
蛎
崎
慶
広
は
、
秀
吉
が

奥
羽
諸
大
名
に
上
洛
を
促
し
た
際
（
一
五
九
〇
年
）、
聚

楽
第
で
秀
吉
に
謁
見
し
、
蝦
夷
地
の
様
子
を
報
告
す
る
と

と
も
に
、
扶
持
を
賜
っ
て
い
る
。
安
藤
実
季
も
領
地
朱
印

状
を
賜
る
が
、
出
羽
国
檜
山
郡
な
ど
五
万
石
余
に
と
ど
ま

り
、
事
実
上
、
蝦
夷
地
は
長
年
実
効
支
配
し
て
き
た
蛎
崎

氏
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
後
、
南
部

一
族
の
「
九く
の
へ
ま
さ
ざ
ね

戸
政
実
の
乱
」（
一
五
九
一
年
）
に
も
ア
イ

ヌ
を
引
き
連
れ
て
参
陣
す
る
な
ど
し
て
秀
吉
の
覚
え
を

得
、つ
い
に
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
際
し
、前
線
基
地
で
あ
っ

た
名
護
屋
城
で
秀
吉
に
謁
見
し
、
慶
広
念
願
の
領
地
朱
印

状
を
得
る
。「
狄
乃
嶋
主
」
蛎
崎
慶
広
（
志
摩
守
）
の
朱

印
状
は
、
蝦
夷
地
で
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
蜂
起
を
未
然
に
防

ぐ
上
で
も
大
き
な
後
ろ
盾
と
な
っ
た
。

　

蛎
崎
慶
広
は
、
徳
川
家
康
と
も
誼
を
通
じ
て
度
々
会
い
、

秀
吉
死
後
も
面
会
を
く
り
返
し
た
。
家
康
は
、
大
陸
や
ア
イ

ヌ
と
の
独
自
の
関
係
に
興
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
慶
広
の
身

に
つ
け
た
サ
ン
タ
ン
チ
ミ
プ
（
蝦
夷
錦
）
を
所
望
す
る
な
ど

親
交
を
深
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
慶
広
は
一
五
九
九
年
の
大

阪
城
で
の
対
面
の
と
き
、
姓
を
「
松
前
」
に
改
め
る
。

　

一
六
〇
〇
（
慶
長
五
）
年
の
「
関
ヶ
原
の
戦
い
」
の
後
、

家
康
は
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、一
六
〇
三
（
慶
長
八
）

年
に
江
戸
に
幕
府
を
開
く
が
、
慶
広
は
そ
の
翌
年
、
蝦
夷

統
治
を
認
め
る
黒
印
状
を
発
給
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

松
前
氏
は
徳
川
幕
藩
体
制
に
大
名
と
し
て
完
全
に
組
み
込

ま
れ
た
。



22北海道自治研究 ２０２０年11月（Ｎo.622）

は
、
一
六
六
九
（
寛
文
九
）
年
の
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の

戦
い
」
で
あ
る
。「
島
原
の
乱
」（
一
六
三
七
～
三
八
年
）

以
降
で
は
最
大
の
規
模
で
、
幕
府
へ
の
衝
撃
も
大
き
か
っ

た
。
こ
の
戦
争
を
機
に
、
蝦
夷
地
と
和
人
地
の
交
流
は
遮

断
さ
れ
、ア
イ
ヌ
の
住
み
分
け
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

戦
い
の
端
緒
は
、
シ
ブ
チ
ャ
リ
川
（
静
内
川
）
の
漁
業

権
を
め
ぐ
っ
て
、
東
西
の
太
平
洋
岸
居
住
ア
イ
ヌ
の
対
立

が
武
力
衝
突
に
発
展
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
松

前
藩
の
調
停
で
一
旦
は
和
睦
（
一
六
五
五
年
）
す
る
が
、

一
〇
年
後
に
抗
争
が
再
燃
し
、
介
入
を
避
け
よ
う
と
し
た

松
前
藩
と
、
抗
争
す
る
両
ア
イ
ヌ
勢
力
と
が
敵
対
し
て
全

面
戦
争
と
な
っ
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
交
易
制
度
に
お
い
て
、
当
初
の
「
城

下
交
易
制
」
か
ら
、
松
前
藩
士
が
各
「
あ
き
な
い
ば

商
場
」
に
出
向
い

て
行
う
「
商
場
知
行
制
」
へ
の
変
質
と
そ
の
機
能
不
全
が

あ
る
と
い
う
。
商
場
知
行
制
が
上
手
く
機
能
せ
ず
、
ア
イ

ヌ
側
の
不
満
は
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
い

わ
れ
る
。

　

一
六
六
九
年
六
月
、
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
を
中
心
と
す
る

ア
イ
ヌ
軍
は
、
東
は
シ
ラ
ヌ
カ
（
現
・
白
糠
）
か
ら
西
は

マ
シ
ケ
（
現
・
増
毛
）
ま
で
の
広
範
囲
で
一
斉
に
蜂
起
し
、

松
前
城
下
を
め
ざ
し
た
。
東
西
の
和
人
の
死
者
は
三
五
〇

人
を
超
え
た
。
当
初
は
後
手
に
回
っ
た
松
前
藩
も
、
百
姓

や
砂
金
堀
ま
で
総
動
員
し
、
軍
勢
を
整
え
て
出
兵
す
る
と

と
も
に
、
幕
府
に
事
態
を
知
ら
せ
、
大
老
・
酒
井
忠
清
が

弘
前
、
盛
岡
、
秋
田
の
各
藩
に
出
陣
を
命
じ
た
。

　

火
器
の
威
力
に
圧
倒
さ
れ
た
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
は
、
長

期
戦
に
備
え
る
べ
く
、
シ
ブ
チ
ャ
リ
川
に
退
却
し
た
が
、

　

交
易
で
取
引
さ
れ
る
商
品
は
、
ア
イ
ヌ
側
か
ら
は
、
乾

燥
し
た
鮭
・
鰊
、
白
鳥
、
鶴
、
鷹
、
鯨
、
ト
ド
の
皮
、
ラ
ッ

コ
の
皮
、
熊
の
皮
、
生
き
た
鶴
な
ど
。
ラ
ッ
コ
の
皮
は
千

島
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
で
得
た
も
の
。
松
前
藩
側
か
ら
は
、

酒
、
酒
造
用
の
米
お
よ
び
麹
、
小
袖
、
木
綿
の
着
物
な
ど
。

　

松
前
藩
主
は
、莫
大
な
利
益
を
上
げ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

当
初
は
対
等
な
関
係
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
幕
藩
体
制
が

固
ま
る
に
つ
れ
、
松
前
藩
が
優
位
な
立
場
に
な
っ
て
い
っ

た
。

　

⑵　

藩
体
制
の
確
立

　

松
前
藩
は
他
藩
と
は
異
な
る
姿
で
は
あ
っ
た
が
、
平
和

な
江
戸
期
で
も
他
藩
と
の
付
き
合
い
は
欠
か
さ
な
か
っ

た
。
奥
州
南
部
氏
を
は
じ
め
、
津
軽
氏
、
佐
竹
氏
、
伊
達

氏
、
前
田
氏
な
ど
と
の
外
交
政
策
も
抜
か
り
な
く
進
め
、

「
大
坂
夏
の
陣
」（
一
六
一
五
年
四
～
五
月
）
に
は
慶
広
・

忠
広
父
子
が
参
陣
し
て
い
る
。
家
康
の
死
（
一
六
一
六
年

四
月
）
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
慶
広
も
逝
き
（
同
年
一
一

月
）、
公
広
が
藩
主
を
継
い
だ
。

　

松
前
藩
の
藩
領
域
は
当
初
曖
昧
だ
っ
た
が
、
一
七
一
六

（
享
保
元
）
年
に
は
一
万
石
大
名
待
遇
を
受
け
、
幕
末
に

は
本
州
転
封
と
な
り
、
書
類
の
上
で
は
三
万
石
に
加
増
し

て
い
た
。

　

⑶　

シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い

　

江
戸
期
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
蜂
起
と
し
て
最
大
の
事
件

そ
の
後
、松
前
泰
広
の
和
睦
勧
告
に
応
じ
て
ピ
ポ
ク
（
現
・

新
冠
）
で
交
渉
し
た
際
、
松
前
側
の
騙
し
討
ち
に
遭
っ
て

謀
殺
さ
れ
た
。
そ
の
翌
日
に
拠
点
の
シ
ブ
チ
ャ
リ
チ
ャ
シ

も
陥
落
し
、
戦
い
は
終
息
し
た
。

　

松
前
藩
に
よ
る
戦
後
処
理
で
は
、
各
地
の
ア
イ
ヌ
首
長

た
ち
に
「
七
ヶ
条
の
起
請
文
」
を
提
出
さ
せ
、
ア
イ
ヌ
民

族
に
対
す
る
松
前
藩
の
支
配
が
強
化
さ
れ
た
。

　

⑷　

場
所
請
負
制
の
成
立
・
変
質
と
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ

　
　

シ
の
戦
い

  

城
下
交
易
制
か
ら
商
場
知
行
制
へ
変
遷
し
た
交
易
は
、

一
八
世
紀
か
ら
徐
々
に
「
場
所
請
負
制
」
へ
と
さ
ら
に
変

容
し
て
い
く
。
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
権
自
体
を
商
人
に
請
け

負
わ
せ
て
「
場
所
請
負
人
」
と
し
、
藩
士
自
ら
は
毎
年
一

定
の
売
上
金
を
徴
収
す
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
江
戸
中

期
に
な
る
と
、
経
済
が
複
雑
に
な
り
、
商
業
が
専
門
で
は

な
い
武
士
の
手
に
は
負
え
な
く
な
り
、
負
債
を
抱
え
る
藩

士
が
続
出
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　

場
所
請
負
人
は
、
次
第
に
ア
イ
ヌ
が
魚
を
捕
っ
て
い
る

漁
場
の
経
営
に
ま
で
口
を
挟
む
よ
う
に
な
り
、
一
九
世
紀

に
入
る
と
、
ア
イ
ヌ
は
請
負
人
の
下
で
働
く
漁
業
労
働
者

に
す
ぎ
ぬ
過
酷
な
状
況
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
学
で
は
こ
れ
を
「
後
期
場
所
請
負
制
度
」
と
い
う
。

一
六
六
九
年
の
「
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
」
以
降
、
ア

イ
ヌ
民
族
と
和
人
の
武
力
衝
突
は
起
き
て
い
な
か
っ
た

が
、
一
七
八
九
（
天
明
九
／
寛
政
元
）
年
に
至
っ
て
一
二

〇
年
ぶ
り
に
勃
発
し
た
の
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
最
後
の
蜂
起
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一
三
〇
人
の
う
ち
、
和
人
を
殺
害
し
た
三
七
人
が
処
刑
さ

れ
、
ア
イ
ヌ
蜂
起
の
要
因
を
つ
く
っ
た
飛
騨
屋
は
場
所
請

負
契
約
を
解
除
さ
れ
た
。

　

鎮
圧
後
、
松
前
藩
は
協
力
的
だ
っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
を

「
御
味
方
蝦
夷
」
と
位
置
づ
け
、
主
だ
っ
た
首
長
層
を
松

前
に
「
御
目
見
」
の
た
め
呼
び
寄
せ
た
。
今
日
、
松
前
藩

家
老
・
蛎か
き
ざ
き
は
き
ょ
う

崎
波
響
の
筆
に
よ
る
絵
画
『
夷い
し
ゅ
う
れ
つ
ぞ
う

酋
列
像
』
と
し

て
、「
蝦
夷
錦
」
に
身
を
包
む
一
二
人
の
首
長
の
肖
像
画

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
場
所
請
負
制
度
な
ど
の
無
慈
悲

な
圧
政
下
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
実
像
と
表
裏
を
な
す
も
の
と

い
え
る
。

　

⑸　

交
易
経
済
の
実
態

　

松
前
藩
の
財
政
や
知
行
主
家
臣
の
生
活
を
支
え
た
の

は
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
交
易
に
よ
る
経
済
で
あ
っ
た
。
蝦

夷
地
に
和
人
が
進
出
す
る
と
、
米
や
味
噌
、
嗜
好
品
、
生

活
用
具
、
金
属
器
、
漆
器
類
な
ど
、
そ
れ
ま
で
ア
イ
ヌ
民

族
が
用
い
な
か
っ
た
品
物
も
扱
わ
れ
た
。

　

特
に
江
戸
期
、
日
本
海
航
路
が
確
立
さ
れ
、
多
く
の
弁

財
船
、
い
わ
ゆ
る
北
前
船
が
建
造
さ
れ
た
。
北
前
船
は
五

〇
〇
石
か
ら
一
〇
〇
〇
石
（
約
一
五
〇
㌧
）
の
大
船
で
、

敦
賀

－

松
前
を
往
来
し
、
中
継
の
寄
港
地
で
も
特
産
物
の

積
み
お
ろ
し
が
行
わ
れ
、
活
況
を
呈
し
た
。
一
七
世
紀
後

半
に
は
河か
わ
む
ら
ず
い
け
ん

村
瑞
賢
（
江
戸
初
期
の
政
商
）
ら
に
よ
り
、
東

廻
り
航
路
も
開
発
さ
れ
、
江
戸
と
蝦
夷
地
が
結
ば
れ
た
。

さ
ら
に
一
九
世
紀
初
頭
に
は
下
関
や
大
阪
ま
で
航
路
が
延

び
て
い
る
。　

と
な
っ
た
「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
後
期
場
所
請
負
制
下
で
の
過
酷
な
状
況
が

あ
る
と
さ
れ
る
。

　

東
蝦
夷
地
の
メ
ナ
シ
地
方
（
現
・
根
室
地
方
周
辺
）
や

南
千
島
の
ク
ナ
シ
リ
は
、
古
く
か
ら
重
要
な
交
易
地
と
し

て
松
前
藩
と
深
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
飛
騨
国
下
呂
出

身
の
飛
騨
屋
武
川
久
兵
衛
は
ク
ナ
シ
リ
場
所
を
請
け
負

い
、
ア
イ
ヌ
を
交
易
相
手
と
し
て
で
は
な
く
、
飛
騨
屋
か

ら
派
遣
さ
れ
た
場
所
請
負
人
に
使
役
さ
れ
る
単
な
る
労
働

者
と
し
て
扱
い
、
か
な
り
乱
暴
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
。

ア
イ
ヌ
女
性
を
妾
に
す
る
場
所
請
負
人
も
多
か
っ
た
。
ア

イ
ヌ
の
中
に
は
「
自
分
稼
」
で
雇
用
労
働
を
拒
否
し
て
抵

抗
す
る
者
も
い
た
が
、
い
っ
そ
う
厳
し
さ
が
増
し
、
ク
ナ

シ
リ
場
所
・
メ
ナ
シ
場
所
の
ア
イ
ヌ
の
不
満
が
蓄
積
し
て

武
力
蜂
起
に
至
る
こ
と
に
な
っ
た
。

  

一
七
八
九
年
五
月
、
ク
ナ
シ
リ
島
フ
ル
カ
マ
ッ
プ
を
は

じ
め
島
内
各
地
の
ア
イ
ヌ
が
一
斉
蜂
起
し
、
場
所
の
支
配

人
、
番
人
、
出
稼
ぎ
和
人
ら
を
次
々
殺
害
。
メ
ナ
シ
地
方

キ
イ
タ
ッ
プ
の
ア
イ
ヌ
と
も
合
流
し
、
参
加
し
た
ア
イ
ヌ

は
一
三
〇
人
に
上
っ
た
。
殺
害
さ
れ
た
和
人
は
七
一
人
に

及
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
両
場
所
と
も
松
前
藩
主
の
直
轄
地

で
あ
り
、
事
態
を
重
視
し
て
直
ち
に
二
六
〇
人
余
の
鎮
圧

軍
を
出
陣
さ
せ
、
ツ
キ
ノ
エ
（
ク
ナ
シ
リ
）、
シ
ョ
ン
コ

（
ノ
ッ
カ
マ
ッ
プ
）、
イ
コ
ト
イ
（
ア
ッ
ケ
シ
）
の
各
首
長

の
協
力
を
と
り
つ
け
た
。
ツ
キ
ノ
エ
の
留
守
中
の
出
来
事

で
も
あ
り
、
各
首
長
の
降
伏
勧
告
も
あ
っ
て
、
蜂
起
し
た

ア
イ
ヌ
た
ち
は
武
装
解
除
に
応
じ
、
藩
兵
と
の
戦
闘
も
な

く
終
戦
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
詮
議
に
よ
り
、
蜂
起
し
た

　

⑹　

幕
末
・
明
治
維
新
期
の
松
前
藩

　

一
八
四
九
（
嘉
永
二
）
年
に
第
一
二
代
藩
主
に
就
い
た

松
前
崇
広
（
一
八
二
九
～
六
六
年
）
は
、
歴
代
藩
主
の
中

で
も
名
君
と
い
わ
れ
、
文
武
に
秀
で
た
人
物
で
、
西
洋
通

の
蘭
癖
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

こ
の
頃
、
異
国
船
の
来
航
は
頻
繁
で
、
崇
広
は
幕
府
に

蝦夷地への移入物資 蝦 夷 地 の 生 産 物

米，麹
こうじ

，味噌，醬油，塩，酒，濁酒，

煙
た ば こ

草，木
も

綿
めん

，古着，鍋
なべ

釜
かま

，マキリ，タ

シロ（ナタ），木
も

綿
めん

針
はり

，木綿糸，縫針，

漆器類，キセル，古着

生鮭
さけ

，干
からさけ

魚，生鱒
ます

，干鱒，生鱈，干鱈，

鯡
にしん

，身
みがきにしん

欠鯡，胴
どうにしん

鯡，筋子，鯑
かず

の子，昆

布，煎
い

海
り

鼠
こ

，干鮑
あわび

，串
くしがい

貝，魚油，鱒
ます

〆
しめ

粕
かす

，鯡〆粕，布
ふ

海
の

苔
り

，椎
しいたけ

茸，厚
あつ

子
し

，榀
しな

縄
なわ

，キナ皮，鹿皮，熊の皮，狐皮，海

獣皮，鰈
ちょうざめ

鮫皮，鷲
わし

の尾，熊
くま

の胆
い

，エブ

リコ，キナ，石
いしやきくじら

焼鯨，木工細工

＜資料４＞　移出入の状況

※ 『概説松前の歴史』（松前町町史編集室編、2006年改訂版）47頁より引用。
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新
政
府
軍
と
の
間
で
「
箱
館
戦
争
」
が
勃
発
す
る
が
、
翌

年
四
月
の
新
政
府
軍
の
反
撃
の
前
に
旧
幕
府
軍
が
降
伏

し
、
終
戦
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
松
前
藩
は
旧
領
に
復
帰
す
る
が
、
同
年
六
月

の
「
版
籍
奉
還
」
を
機
に
、
城
を
松
前
か
ら
館
（
現
・
厚

沢
部
町
）
に
移
転
す
る
と
と
も
に
、
藩
名
を
「
館
藩
」
に

改
め
た
。
館
藩
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
七
月
の
「
廃

藩
置
県
」
で
「
館
県
」
に
変
わ
る
ま
で
存
続
し
た
。
館
県

は
発
足
か
ら
数
カ
月
で
弘
前
県
に
統
合
さ
れ
、
名
実
と
も

に
松
前
藩
は
終
焉
を
迎
え
た
。

　

⑺　

松
前
藩
の
ア
イ
ヌ
支
配
に
対
す
る
評
価

　

以
上
の
と
お
り
、
中
世
か
ら
の
ル
ー
ツ
と
江
戸
時
代
二

六
〇
余
年
の
松
前
氏
の
足
跡
を
概
観
し
た
。

　

要
約
す
る
と
、松
前
氏
は
蝦
夷
地
南
端
に
居
を
構
え
て
、

先
史
以
来
の
先
住
民
族
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を
業
と
し
、
歴

代
の
中
央
政
権
を
後
ろ
盾
に
し
て
北
東
北
諸
藩
を
凌
駕
す

る
一
方
、
奴
隷
制
と
見
紛
う
場
所
請
負
制
を
在
籍
基
盤
と

す
る
こ
と
で
ア
イ
ヌ
民
族
を
追
い
詰
め
た
と
い
う
側
面
を

持
つ
。「
無
高
の
大
名
」
と
よ
ば
れ
た
松
前
氏
は
、
蝦
夷

地
を
重
視
し
な
か
っ
た
幕
府
を
利
用
し
な
が
ら
、
交
易
と

い
う
商
業
行
為
で
身
を
立
て
た
、
い
わ
ゆ
る
「
武
装
化
し

た
商
人
」
と
い
う
実
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
幕
府
の
巡

検
使
は
こ
れ
を
「
士
商
兼
帯
」
と
嘆
い
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
場
所
請
負
制
に
よ
っ
て
存
立
し
、

一
切
ア
イ
ヌ
民
族
を
顧
み
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
い
に
批

判
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

願
い
出
て
、
一
八
五
五
（
嘉
永
七
／
安
政
元
）
年
に
松
前

城
の
大
改
修
を
行
っ
た
。
三
重
の
天
守
閣
を
も
つ
伝
統
的

な
築
城
は
、
こ
の
松
前
城
が
最
後
で
あ
る
。
な
お
、
一
八

六
六
（
慶
応
二
）
年
に
は
箱
館
に
、
西
洋
流
築
城
術
に
よ

る
五
稜
郭
が
幕
府
に
よ
っ
て
造
築
さ
れ
て
お
り
、
近
い
距

離
に
和
洋
の
城
郭
が
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
八
五
五
年
と
い
う
年
は
、
幕
府
が
ペ
リ
ー
と
「
日
米

和
親
条
約
」
を
結
ん
だ
年
で
あ
る
。
同
条
約
の
締
結
に
よ

り
、
箱
館
の
開
港
が
決
ま
り
、
こ
れ
に
伴
い
幕
府
は
箱
館

周
辺
地
域
を
直
轄
化
し
た
。
い
わ
ゆ
る
第
二
次
蝦
夷
地
上

知
で
あ
る
。
松
前
藩
領
は
わ
ず
か
な
地
域
が
残
る
が
、
場

所
請
負
制
は
停
止
さ
れ
、財
政
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
。

上
知
の
代
替
地
は
陸
奥
国
梁
川
と
出
羽
国
東
根
お
よ
び
尾

花
沢
で
、
手
当
金
を
含
め
て
三
万
石
相
当
に
な
る
が
、
従

来
の
蝦
夷
地
で
の
収
入
に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。

　

崇
広
は
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
、
第
一
四
代
将
軍
徳
川

家
茂
の
命
を
受
け
て
寺
社
奉
行
に
就
任
し
、
そ
の
翌
年
七
月

に
は
老
中
兼
海
陸
軍
総
奉
行
、
一
一
月
に
老
中
と
要
職
に

就
く
が
、
兵
庫
開
港
を
め
ぐ
る
一
橋
慶
喜
（
一
八
三
七
～

一
九
一
三
年
）
ら
と
の
確
執
で
官
位
を
剥
奪
さ
れ
、
国
元

永
蟄ち
つ
き
よ居
と
な
り
、
失
意
の
う
ち
に
三
八
歳
で
病
死
し
た
。

　

崇
広
逝
去
後
の
松
前
藩
は
政
争
に
明
け
暮
れ
た
が
、
国

内
情
勢
は
さ
ら
に
混
乱
を
極
め
て
い
た
。第
一
五
代
将
軍
・

徳
川
慶
喜
は
、第
二
次
長
州
征
伐
の
失
敗
後
、「
大
政
奉
還
」

に
踏
み
切
り
、
二
六
〇
年
余
の
江
戸
幕
府
は
滅
亡
し
た
。

　

明
治
に
改
元
さ
れ
た
一
八
六
八
年
一
〇
月
、
榎
本
武
揚

を
首
班
と
す
る
旧
幕
府
勢
力
が
海
路
で
蝦
夷
地
に
上
陸
し

た
。
そ
の
後
、
五
稜
郭
を
占
拠
し
た
榎
本
ら
旧
幕
府
軍
と

　

松
浦
武
四
郎
は
、
一
八
五
八
（
安
政
四
～
五
）
年
に
六

度
目
の
蝦
夷
地
探
査
を
行
っ
た
が
、
二
〇
〇
日
余
に
及
ん

だ
こ
の
旅
で
は
、
過
去
の
旅
の
経
験
か
ら
、
自
ら
に
特
別

の
使
命
を
課
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
松
前
藩
や
雇
わ
れ

商
人
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
非
道
な
行
為
を
調
べ
上

げ
、
幕
府
に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
藩
や
商
人
た
ち
の

妨
害
を
く
ぐ
っ
て
調
べ
上
げ
た
実
態
に
関
す
る
報
告
は
、

『
戊
午
東
西
蝦
夷
地
山
川
地
理
取
調
日
誌
』
六
二
冊
を
は

じ
め
、
他
に
も
二
十
数
冊
に
及
ぶ
。
特
に
『
近
世
蝦
夷
人

物
誌
』に
は
徹
底
し
て
彼
ら
の
悪
行
が
書
き
込
ま
れ
た
が
、

箱
館
奉
行
が
異
議
を
出
し
、
出
版
は
不
許
可
に
な
っ
て
い

る
（
一
九
一
二
年
刊
行
）。

　

明
治
政
府
は
一
八
六
九
年
、
蝦
夷
地
に
開
拓
使
を
設
置

し
、
松
浦
は
開
拓
御
用
掛
と
い
う
役
職
を
得
て
蝦
夷
地
に

渡
っ
た
。
こ
の
地
に
新
た
な
名
を
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、

案
を
求
め
ら
れ
た
松
浦
は
、
六
案
を
提
出
し
、
そ
の
中
か

ら
「
北
加
伊
道
」
が
採
用
さ
れ
、
北
海
道
と
名
付
け
ら
れ

た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る（
２
）。

　

そ
の
二
カ
月
後
、
政
府
は
場
所
請
負
制
の
廃
止
を
通
達

す
る
が
、
商
人
た
ち
の
猛
反
対
と
開
拓
使
へ
の
賄
賂
攻
勢

で
こ
れ
が
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
失
望
し
、
松
浦
は
官
職
を

辞
し
、
官
位
も
返
上
し
、
帰
京
し
た
。
一
八
八
八
年
に
七

八
歳
で
逝
去
す
る
ま
で
、
二
度
と
北
海
道
に
足
を
踏
み
入

れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

　

余
談
だ
が
、『
北
海
道
新
聞
』（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一

八
日
付
朝
刊
）
の
日
曜
特
集
記
事
「“
時
を
訪
ね
て
”
１

８
６
９
道
都
の
建
設
」
に
興
味
深
い
記
述
を
見
つ
け
た
の

で
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。
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た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
は
一
八
七
六
年
に
至
っ
て
よ
う
や

く
廃
止
さ
れ
た
。

　

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
戸
籍
法
の
公
布
に
伴
い
、
開

拓
使
は
ア
イ
ヌ
を
「
平
民
」
に
編
入
す
る
が
、
そ
れ
は
ア
イ

ヌ
の
人
々
や
文
化
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
否
定

に
よ
る
臣
民
の
創
出
で
あ
っ
た
。
平
民
に
組
み
入
れ
ら
れ
た

ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
呼
称
は
、
平
民
一
般
と
区
別
す
る

た
め
、「
旧
土
人
」
と
称
す
る
こ
と
が
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）

年
に
布
達
さ
れ
、
法
律
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
は
一
九
九
七
年
七
月
の
「
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並

び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に

関
す
る
法
律
」
の
施
行
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
江
戸
幕
府

に
よ
る
「
蝦
夷
人
」
な
い
し
「
夷
人
」
の
呼
称
は
、
明
治
新

政
府
に
よ
っ
て
「
旧
土
人
」
に
改
め
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
「
北
海
道
土
地
貸

付
規
則
」
お
よ
び
「
地
所
規
則
」
や
「
地
券
発
行
条
例
」

な
ど
に
よ
り
、
和
人
の
独
占
的
土
地
所
有
が
進
め
ら
れ
、

ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
は
消
滅
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
施
策
を
も
っ
て
、
明
治
新
政
府
は
、
ア

イ
ヌ
の
人
々
を
「
開
明
の
民
」
と
す
る
た
め
、
ア
イ
ヌ
民

族
古
来
の
風
習
・
風
俗
を
禁
じ
、
経
済
的
基
盤
の
生
業
で

も
、
西
別
川
や
豊
平
川
で
の
サ
ケ
漁
の
制
限
・
禁
漁
、
鹿

猟
の
禁
止
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
ア
イ
ヌ
文
化
が
臣
民
化
の

名
の
も
と
に
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

か
つ
て
、
ク
ナ
シ
リ
や
エ
ト
ロ
フ
、
サ
ハ
リ
ン
南
部
に

定
住
し
、
北
方
民
族
と
の
交
易
（
山
丹
交
易
な
ど
）
や
、

間
宮
林
蔵
ら
の
北
方
探
査
な
ど
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
千
島
ア
イ
ヌ
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
ロ
シ
ア
の

　

記
事
の
内
容
は
、「
北
海
道
開
拓
の
父
」
と
称
さ
れ
る

開
拓
判
官
・
島
義
勇
が
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
一
一
月
、

札
幌
市
の
都
市
構
想
に
着
手
し
た
様
子
を
史
実
に
基
づ
い

て
綴
っ
た
も
の
。
島
は
着
任
か
ら
わ
ず
か
三
カ
月
で
帰
京

を
命
じ
ら
れ
た
が
、
近
年
発
見
さ
れ
た
新
資
料
か
ら
、
そ

の
真
相
は
、
島
判
官
が
場
所
請
負
制
の
廃
止
に
拘
っ
た
た

め
、
と
さ
れ
て
い
る
。
場
所
請
負
制
の
廃
止
に
反
発
し
た

商
人
た
ち
が
、
開
拓
使
を
越
え
、
時
の
法
務
大
臣
に
直
訴

し
た
結
果
、
島
判
官
の
解
任
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
島
は
江
戸
時
代
に
松
浦
と
も
関
係
を
築
い
て
い
た
こ

と
か
ら
、
制
度
の
弊
害
を
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

島
は
そ
の
後
、「
佐
賀
の
乱
」
に
関
わ
り
、
そ
の
首
謀

者
と
し
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
北
海
道
の
黎
明
期

に
巨
大
な
足
跡
を
残
し
た
松
浦
と
島
が
、
共
に
先
住
民
族

ア
イ
ヌ
に
対
す
る
和
人
の
横
暴
を
糾
弾
し
な
が
ら
、
そ
の

思
い
を
遂
げ
ら
れ
ず
、
失
意
の
晩
年
を
過
ご
す
こ
と
に
な

る
と
は
、
非
情
の
極
み
で
あ
る
。

５
．
開
拓
使
の
功
罪

　

一
八
六
九
年
七
月
、明
治
新
政
府
は
開
拓
使
を
設
置
し
、

同
年
八
月
一
五
日
を
も
っ
て
蝦
夷
地
を
北
海
道
に
改
称
し

た
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
大
地
「
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
」
で
あ
っ
た

蝦
夷
地
は
、日
本
国
家
の
直
接
支
配
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

　

こ
の
と
き
に
、
あ
わ
せ
て
、
場
所
請
負
制
の
廃
止
も
布

告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
直
接
生
産
漁
民
に
漁
場
を
開
放

す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
請
負
人
を
当
分

「
漁
場
持
ち
」と
し
て
従
来
の
権
利
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ

支
配
が
強
ま
る
時
勢
も
あ
っ
て
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）

年
の
「
千
島
・
樺
太
交
換
条
約
」
に
よ
り
、
生
活
の
地
を

追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
樺
太
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
開

拓
使
に
よ
っ
て
宗
谷
の
メ
グ
マ
（
現
・
稚
内
市
）、
石
狩

の
ツ
イ
シ
カ
リ
（
対
雁
、
現
・
江
別
市
）
に
強
制
移
住
さ

せ
ら
れ
、
伝
染
病
の
流
行
も
あ
っ
て
半
数
近
く
の
命
が
失

わ
れ
て
い
る
。
日
本
国
籍
を
選
ん
だ
千
島
ア
イ
ヌ
の
人
々

も
、
色
丹
島
で
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
。

　

ア
イ
ヌ
文
化
の
否
定
は
、
近
代
日
本
と
い
う
国
民
国
家

が
つ
く
ら
れ
る
な
か
で
、
法
秩
序
に
基
づ
く
強
制
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
「
旧
土
人
」
の
「
臣
民
」
化
が

進
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
の
破
壊
は
、
特
に

ア
イ
ヌ
語
を
禁
止
し
、
日
本
語
を
強
要
す
る
教
育
に
よ
っ

て
決
定
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
帰
結
こ
そ
、
一
八
九
九
（
明

治
三
二
）
年
の
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
の
制
定
に
他

な
ら
な
い
。
開
拓
使
は
、
北
辺
の
寒
冷
の
地
・
北
海
道
の

開
発
と
近
代
日
本
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
ア
イ

ヌ
民
族
の
文
化
を
破
壊
す
る
大
罪
を
犯
し
た
と
す
る
こ
と

は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

６
．
ア
イ
ヌ
新
法
の
制
定
と
多
文
化
共
生
へ
の
展
望

　
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
は
一
九
九
七
（
平
成
九
）

年
七
月
一
日
、
前
出
「
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ

ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る

法
律
」
の
施
行
に
伴
い
、
九
八
年
目
に
し
て
よ
う
や
く
廃

止
さ
れ
た
（「
旭
川
市
旧
土
人
保
護
地
処
分
法
」
も
同
時

に
廃
止
）。
世
に
も
恥
ず
べ
き
こ
の
法
律
は
、
民
主
憲
法



27 北海道自治研究 ２０２０年11月（Ｎo.622）

こ
と
と
し
、
ア
イ
ヌ
新
法
の
法
案
（
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並

び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に

関
す
る
法
律
案
）
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

　

同
法
条
文
に
は
「
先
住
性
」
に
関
す
る
規
定
は
な
い
が
、

付
帯
決
議
に
中
で
、
先
住
性
は
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
こ

の
事
実
を
含
め
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
。
先
住
民
族
の
権
利
と
は
、
一
般
的
に
先
住
民
が
居

住
す
る
土
地
と
、
そ
こ
に
あ
る
資
源
に
対
す
る
権
利
、
伝

統
文
化
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
権
利
な
ど
だ
が
、「
独
立

国
に
お
け
る
土
民
並
び
に
他
の
種
族
民
及
び
半
種
族
民
の

保
護
及
び
同
化
に
関
す
る
条
約
」（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
〇
七
号

条
約
、
一
九
五
七
年
採
択
）
な
ら
び
に
「
独
立
国
に
お
け

る
原
住
民
及
び
種
族
民
に
関
す
る
条
約
」（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一

六
九
号
条
約
、
一
九
八
九
年
採
択
）
に
日
本
は
批
准
し
て

お
ら
ず
、
先
住
性
を
認
め
て
い
な
い
。

　

二
〇
〇
七
年
の
国
連
に
よ
る
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関

す
る
国
連
宣
言
」
を
踏
ま
え
、
衆
参
両
院
本
会
議
は
、
二

〇
〇
八
（
平
成
一
〇
）
年
六
月
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民

族
と
認
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議
を
全
会
一
致
で
採
択

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
初
め
て
「
先
住
民
族
」

を
認
め
、
有
識
者
会
議
を
設
置
し
て
先
住
権
の
内
容
な
ど

を
検
討
す
る
方
針
を
示
し
た
。
そ
の
後
の
政
府
お
よ
び
有

識
者
会
議
の
議
論
を
経
て
、
新
た
な
法
律
で
あ
る
「
ア
イ

ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め

の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
一

九
（
令
和
元
）
年
五
月
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。
新
法
の

も
と
、
よ
う
や
く
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
そ
の
文
化
に
対
す
る

正
当
な
理
解
に
向
け
た
法
的
な
環
境
整
備
が
前
進
し
、「
多

が
で
き
て
な
お
、
五
十
余
年
を
経
て
も
生
き
続
け
、
明
治

以
来
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
効
力
を
持
ち
続
け
た
。

　

奇
し
き
因
縁
と
い
お
う
か
、
一
九
九
七
年
当
時
、
萱
野

茂
氏
が
ア
イ
ヌ
民
族
初
の
参
議
院
議
員
に
職
に
あ
り
、
旭

川
市
長
と
し
て
ア
イ
ヌ
文
化
の
保
護
・
振
興
に
努
め
る
と

と
と
も
に
、「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
の
廃
止
を
訴
え

続
け
て
き
た
五
十
嵐
広
三
氏
が
村
山
内
閣
で
官
房
長
官
を

務
め
て
い
た
。

　

五
十
嵐
氏
の
著
書
『
官
邸
の
螺
旋
階
段
』
に
当
時
の
様

子
が
興
味
深
く
綴
ら
れ
て
い
る
。
国
連
で
も
、
一
九
九
三

年
を
「
国
際
先
住
民
年
」
と
し
、
一
九
九
五
～
二
〇
〇
四

年
を
「
世
界
の
先
住
民
の
国
際
の
一
〇
年
」
と
定
め
、
先

住
少
数
民
族
の
人
権
・
環
境
等
の
問
題
解
決
の
動
き
が
活

発
だ
っ
た
た
め
、
村
山
内
閣
の
官
房
長
官
に
五
十
嵐
氏
が

就
い
た
こ
と
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
状
況
の
改
善
を
図
る
千

載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
一
九
九
五
（
平
成
七
）

年
三
月
、
官
房
長
官
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
「
ウ
タ
リ

対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
（
３
）が
設
置
さ
れ
、

こ
こ
で
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
と
も
協
議
が
行
わ
れ
た
。
懇
談

会
は
約
一
年
の
協
議
を
経
て
一
九
九
六
年
四
月
に
報
告
書

を
提
出
し
て
い
る
。

　

報
告
書
は
、
先
住
権
の
問
題
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
は

あ
る
も
の
の
、
基
本
的
な
目
標
や
具
体
的
な
施
策
の
方
向

を
示
し
、
長
い
運
動
の
歴
史
の
中
で
画
期
的
な
内
容
で
あ

り
、
ア
イ
ヌ
新
法
へ
の
道
を
開
い
た
も
の
と
い
え
る
。
ア

イ
ヌ
新
法
の
制
定
抜
き
の
旧
土
人
保
護
法
廃
止
に
反
対
し

て
い
た
ウ
タ
リ
協
会
な
ど
の
ア
イ
ヌ
の
人
々
も
、
先
住
権

問
題
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
を
求
め
る

様
性
」
や
「
多
文
化
共
生
」
へ
の
取
り
組
み
、
ア
イ
ヌ
文

化
の
担
い
手
育
成
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
な
ど
が
始

ま
っ
て
い
る
。

７
．
結
び
に
か
え
て

　

以
上
、
北
海
道
に
古
代
か
ら
先
住
し
て
き
た
ア
イ
ヌ
民

族
と
、
豊
か
な
天
然
資
源
を
求
め
て
渡
っ
た
和
人
、
と
り

わ
け
中
世
以
来
約
六
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
地
歩
を
築
い
た

松
前
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
く
の
先
行
研
究
や
行
政
の

文
献
・
資
料
を
紐
解
き
、
そ
の
概
要
を
見
て
き
た
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
文
字
の
無
い
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
資

料
は
極
め
て
乏
し
く
、
考
古
学
者
の
研
究
成
果
や
和
人
ら

の
残
し
た
分
遣
か
ら
推
測
す
る
こ
と
も
多
く
、
松
前
氏
を

め
ぐ
る
歴
史
的
な
流
れ
を
軸
に
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
「
先
住
性
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
今
な

お
多
く
の
課
題
が
残
り
、「
自
主
権
」
や
「
自
治
権
」
に

関
す
る
考
察
も
必
要
で
あ
る
。

　

本
文
を
振
り
返
っ
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
和
人
の
代
表
的

な
戦
い
で
あ
る「
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
」、「
シ
ャ
ク
シ
ャ

イ
ン
の
戦
い
」、「
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
は
、
領

地
を
め
ぐ
る
戦
い
で
は
な
く
、
交
易
上
の
和
人
側
の
理
不

尽
な
扱
い
に
対
す
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
決
起
で
あ
り
、
義
憤

の
結
果
と
い
え
る
。「
太
古
よ
り
自
然
に
与
え
ら
れ
た
ア

イ
ヌ
モ
シ
リ
」
と
い
う
認
識
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
素
直
な

思
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

　

明
治
期
以
降
、「
無
主
地
」
と
さ
れ
た
蝦
夷
地
は
北
海

道
に
改
称
さ
れ
、
日
本
国
家
の
直
接
支
配
地
に
さ
れ
た
。
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原
ひ
ろ
子
（
お
茶
の
水
大
学
女
性
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
）、
山
内
昌
之
（
東
京
大
学
教
授
）、
横
路
孝
弘
（
北
海

道
知
事
）。

【
参
考
文
献
・
資
料
】

・　

Ｖ
１
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
編
『
松
浦
武
四
郎
と
ア
イ
ヌ
の
大

地
』
ダ
イ
ア
プ
レ
ス
、
二
〇
一
九
年

・　

網
野
善
彦
『
海
と
列
島
の
中
世
』
講
談
社
・
講
談
社
学
術

文
庫
、
二
〇
〇
三
年

・　

五
十
嵐
広
三
『
官
邸
の
螺
旋
階
段

－

市
民
派
官
房
長
官
奮

闘
記
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
七
年

・　

石
川
進
『
日
本
の
中
世
（
１
）
中
世
の
か
た
ち
』
中
央
公

論
新
社
、
二
〇
〇
一
年

・　

伊
藤
潤『
江
戸
を
造
っ
た
男〈
河
村
瑞
賢
〉』朝
日
新
聞
出
版
・

朝
日
文
庫
、
二
〇
一
六
年

・　

ウ
タ
リ
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
『
報
告

書
』
一
九
九
六
年
一
月

・　

榎
本
守
恵
『
北
海
道
の
歴
史
』
北
海
道
新
聞
社
、
一
九
八

一
年

・　

大
石
直
正
ほ
か
『
日
本
の
歴
史
（
14
）
周
縁
か
ら
見
た
中

世
日
本
』
講
談
社
・
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年

・　

萱
野
茂
『
ア
イ
ヌ
の
碑
』
朝
日
新
聞
社
・
朝
日
文
庫
、
一

九
九
〇
年

・　

河
合
和
香
『
が
い
な
も
ん 

松
浦
武
四
郎
一
代
』
小
学
館
、

二
〇
一
八
年

・　

財
団
法
人
北
海
道
文
学
館
編
『
知
里
幸
恵
「
ア
イ
ヌ
神
謡

集
」
へ
の
道
』
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
三
年

・　

斉
藤
傑
『
北
海
道
を
考
え
る
』
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン

タ
ー
、
二
〇
一
四
年

・　

篠
原
一
平
編
『
ユ
リ
イ
カ
８
月
臨
時
増
刊
号 

総
特
集
・

松
浦
武
四
郎
』
青
土
社
、
二
〇
一
九
年

・　

司
馬
遼
太
郎
『
ロ
シ
ア
に
つ
い
て 

北
方
の
原
形
』
文
藝

春
秋
・
文
春
文
庫
、
一
九
八
九
年

・　

司
馬
遼
太
郎
『
菜
の
花
の
沖
』（
全
六
巻
）
文
藝
春
秋
・

文
春
文
庫
、
新
装
版
二
〇
〇
〇
年

・　

司
馬
遼
太
郎
『
司
馬
遼
太
郎
全
講
演 

第
三
巻 

一
九
九
〇

－

一
九
九
五
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年

・　

司
馬
遼
太
郎
『
街
道
を
ゆ
く
（
15
）
北
海
道
の
諸
道
』
朝

日
新
聞
出
版
・
朝
日
文
庫
、
新
装
版
二
〇
〇
八
年

・　

司
馬
遼
太
郎
『
街
道
を
ゆ
く
（
38
）
オ
ホ
ー
ツ
ク
街
道
』

朝
日
新
聞
出
版
、
新
装
版
二
〇
〇
九
年

・　

新
藤
透
『
北
海
道
戦
国
史
と
松
前
氏
』
洋
泉
社
、
二
〇
一

六
年

こ
れ
に
伴
い
、先
住
民
族
ア
イ
ヌ
は
「
撫
育
」
や
「
介
抱
」

の
対
象
と
さ
れ
、
平
民
一
般
と
区
別
す
る
た
め
に
「
旧
土

人
」
と
官
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
松
前
藩
は

廃
藩
置
県
な
ど
を
経
て
消
滅
し
、
北
海
道
は
国
有
化
さ
れ

た
。
不
十
分
な
が
ら
地
方
政
府
で
あ
っ
た
松
前
藩
は
、
明

治
新
政
府
の
下
で
消
え
た
。

　

冒
頭
で
も
紹
介
し
た
竹
中
氏
の
報
告
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
近
世
蝦
夷
地
に
お
け
る
日
ロ
関
係
、
幕
府

と
松
前
藩
の
関
係
、幕
藩
体
制
と
ア
イ
ヌ
民
族
の
関
係
は
、

明
治
以
降
に
お
い
て
北
海
道
を
形
成
し
て
い
く
基
本
的
な
議

論
の
要
素
で
あ
り
、
今
後
の
北
海
道
の
行
く
先
を
構
想
す
る

上
で
避
け
得
な
い
研
究
領
域
と
し
て
未
だ
多
く
の
課
題
を
残

し
て
い
る
と
考
え
る
。あ
ら
た
め
て
知
里
幸
恵
の
遺
し
た『
ア

イ
ヌ
神
謡
集
』
の
序
文
の
重
さ
を
か
み
し
め
た
い
。

【
注
】

（
１
）　
「
道
南
一
二
館
」
と
は
、
志
濃
里
館
（
函
館
市
）、
箱
館

（
函
館
市
）、
茂
別
館
（
北
斗
市
）、
中
野
館
（
木
古
内
町
）、

脇
本
館
（
知
内
町
）、
穏
内
館
（
福
島
町
）、
覃
部
館
（
松

前
町
）、
大
館
（
松
前
町
）、
祢
保
田
館
（
松
前
町
）、
原

口
館
（
松
前
町
）、
比
石
館
（
上
ノ
国
町
）、
花
沢
館
（
上

ノ
国
町
）
を
指
す
。
そ
の
上
で
、こ
れ
ら
を
三
分
割
し
て
、

下
国
、
松
前
、
上
国
に
そ
れ
ぞ
れ
現
地
責
任
者
の
守
護
を

置
い
た
。

（
２
）　

武
四
郎
は
地
名
選
定
を
任
さ
れ
、
六
つ
の
案
を
提
示
す

る
が
、
こ
の
中
か
ら
「
北
加
伊
道
」
が
字
違
い
の
「
北
海

道
」
と
さ
れ
て
採
用
さ
れ
た
。
開
拓
使
は
古
代
律
令
制
以

来
の
「
五
畿
七
道
」
に
倣
う
も
の
と
し
て
「
北
海
道
」
と

し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
武
四
郎
は
「
加
伊
」
に
特
別
の
意

味
を
感
じ
て
い
た
。そ
れ
は
音
威
子
府
を
訪
ね
た
と
き
に
、

筬
島
の
長
老
ア
エ
ト
モ
か
ら
「
カ
イ
」
は
「
こ
の
地
に
生

ま
れ
た
者
」と
い
う
意
味
だ
と
聞
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）　

懇
談
会
の
発
足
時
の
メ
ン
バ
ー
は
、
司
馬
遼
太
郎
（
作

家
）、
伊
藤
正
己
（
最
高
裁
判
事
）、
佐
々
木
高
明
（
国
立

民
族
学
博
物
館
館
長
）、中
村
睦
男
（
北
海
道
大
学
教
授
）、

・　

瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
の
歴
史 

海
と
宝
の
ノ
マ
ド
』
講
談
社
・

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
七
年

・　

瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
の
世
界
』
講
談
社
・
講
談
社
選
書
メ

チ
エ
、
二
〇
一
一
年

・　

瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
学
入
門
』
講
談
社
・
講
談
社
現
代
新

書
、
二
〇
一
五
年

・　

瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
と
縄
文 

も
う
ひ
と
つ
の
日
本
の
歴

史
』
筑
摩
書
房
・
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
六
年

・　

竹
中
英
泰
「
近
世
期
の
蝦
夷
地
に
お
け
る
日
ロ
関
係
史
に

つ
い
て

－

現
代
の
北
海
道
の
地
方
自
治
と
の
関
わ
り
を
中
心

に
」（
本
誌
第
六
二
〇
号
二
～
一
四
頁
所
収
）
北
海
道
地
方

自
治
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
九
月

・　

谷
本
晃
久
『
近
藤
重
蔵
と
近
藤
富
蔵

－

寛
政
改
革
の
光
と

影
』
山
川
出
版
社
・
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
、
二
〇
一
四
年

・　

知
里
幸
恵
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
岩
波
書
店
・
岩
波
文
庫
、

一
九
七
八
年

・　

中
江
克
己
『
蝦
夷
、
北
海
道
の
謎
』
河
出
書
房
新
社
・
河

出
文
庫
、
一
九
九
七
年

・　

長
沼
孝
ほ
か
共
編
著
『
北
海
道
の
歴
史
』（
上
・
下
）
北

海
道
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
・
二
〇
一
一
年

・　

浪
川
健
治
『
ア
イ
ヌ
民
族
の
軌
跡
』
山
川
出
版
社
・
日
本

史
リ
ブ
レ
ッ
ト
、
二
〇
〇
四
年

・　

花
崎
皋
平
『
静
か
な
大
地

－

松
浦
武
四
郎
と
ア
イ
ヌ
民
族
』

岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年

・　

平
山
裕
人
『
ア
イ
ヌ
の
歴
史

－

日
本
の
先
住
民
族
を
理
解

す
る
た
め
の
一
六
〇
話
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
四
年

・　

藤
本
英
夫
『
銀
の
し
ず
く
降
る
降
る
ま
わ
り
に

－

知
里
幸

恵
の
生
涯
』
草
風
館
、
一
九
九
一
年

・　

藤
本
英
夫
『
知
里
幸
恵

－

十
七
歳
の
ウ
エ
ペ
ケ
レ
』
草
風

館
、
二
〇
〇
二
年

・　

北
海
道
教
職
員
組
合
教
育
政
策
調
査
研
究
室
編
『
ア
イ
ヌ

民
族
に
つ
い
て
の
連
続
講
座
』
北
海
道
教
職
員
組
合
、
一
九

九
三
年
六
月

・　

松
前
町
町
史
編
集
室
編
『
概
説 

松
前
の
歴
史
』
松
前
町
、

改
訂
版
二
〇
〇
六
年

・　

吉
村
昭
『
間
宮
林
蔵
』
講
談
社
・
講
談
社
文
庫
、
一
九
八

二
年

・　

吉
村
昭
『
落
日
の
宴 

勘
定
奉
行
川
路
聖
謨
』（
上
・
下
）

講
談
社
・
講
談
社
文
庫
、
二
〇
一
四
年

＜

み
わ　

し
ゅ
う
ひ
ょ
う
・
一
般
社
団
法
人
北
海
道
労
働
文
化
協
会
理
事　

／
当
研
究
所
元
専
務
理
事＞


